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問ほけん福祉課福祉班　☎７８－３１１５（内１２５）

重度の障がい者を支援する
３種類の障がい者手当制度

　在宅生活で介護が必要な重度の障がい者に手当が支給される「障がい者手当制度」があります。

　障がい者手当制度

障がい児福祉手当 特別障がい者手当 特別児童扶養手当

対象

20 歳未満で身体か知的・精
神に重度の障がいがあり、日
常生活で常時の介護を必要と
する人。
※以下の人は対象外です。
①施設などに入所
②この障がいを支給理由とす
る年金を受給

20歳以上で身体か知的・精神
に著しく重度の障がいがあり、
日常生活で常時特別の介護を
必要とする人。
※以下の人は対象外です。
①施設などに入所
②病院か診療所に継続して３
か月以上入院

20 歳未満で身体か知的・精
神に障がいがあり、法令に定
められた基準に当てはまる児
童の父母か養育者。
※以下の人は対象外です。
①施設などに入所し、監護・
養育されていない児童
②障がいを理由に年金を受給
している児童

手当 月額16,560 円 月額30,450 円
１級…月額58,450 円
２級…月額38,930 円

支給制限 所得による支給制限があります。障がい程度の認定は原則として診断書で審査します。

問ほけん福祉課福祉班　☎７８－３１１５（内１２6）

公式 LINEで
最新情報をゲット

　公式 LINEの移行

問政策企画課政策企画班　☎７８－３１１４（内２２３）

町の公式 LINEが新しくなりました。令和7
年 3月から新しいアカウントで情報を発信して
います。公式 LINEでは防災情報や有線放送な
どを手軽に見ることができます。
以下の二次元コードか LINEアプリ
内の検索機能から友達追加をお願
いします。 公式LINE

▶貸付金額
①高等学校・これらに準ずる学校　月１万５千円以内
②大学・これらに準ずる学校　月5万円以内
③②のうち入学年のみ入学準備金　50万円以内
▶一部給付型制度　卒業後本町に居住し、町税な
どに滞納がなく、本町に住民税の納付がある場合
は、返還額から住民税相当額を免除できる制度が
あります。

問教育委員会学校教育班　☎７８－５４００（内７０３）

令和 8年度津奈木町奨学生の募集

対象（次の全項目に当てはまる人）
①高等学校、大学かこれらに準ずる学校に在学予
定で、学業や人物ともに優秀かつ健康　
②保護者が本町に在住し、学資の支払いが困難と
認められること　
③本町の奨学金以外の奨学金などを受けていない
こと
▶募集人数　10人程度
▶申込 ４/1㈬～30 ㈭に教育委員会に備え付けの
申込書か町HP からダウンロードした申込書に必要
事項を記入し、教育委員会へ
提出。以下の二次元コードか
らも申込可能。

新規 継続

　令和 8年度津奈木町奨学生募集

今年度で光回線補助
金制度が終了します

光ブロードバンド加入促進補助金制度

問政策企画課政策企画班　☎７８－３１１４（内２２３）

　光ブロードバンド加入促進補助金制度の当
初目標としていた加入実績に達したので、今年
度で本制度を終了します。
▶対象　次の全てに当てはまること
・光ブロードバンドサービスに加入した、町内
に住所を有する個人か事業者
・H28 年度以降でまだ申請していないこと
・町税などを滞納していないこと
▶必要なもの　光回線加入申込内容が分かる
書類の写し

▶期限　3/31㈫   ※予算に達し次第終了

手話奉仕員養成講座
の受講生を募集します

　手話奉仕員養成（研修）講座

問ほけん福祉課福祉班　☎７８－３１１５（内１２４）

▶日時　毎週月曜日　10:00～12:00
○入門課程　 4/6 ㈪～８/24 ㈪（計20回）
○基礎課程　９/14 ㈪～R9.3/15 ㈪（計25回）
▶場所　水俣市公民館本館
▶受講資格　高等学校卒業以上の学力があり、
手話通訳活動ができる人
▶受講料　無料
※テキスト代などで8,590 円が必要
▶申込　3/27 ㈮までに福祉班窓口の申込書に
必要事項を記入し提出

商品券が
届いていない人へ

　つなぎ応援商品券

問政策企画課政策企画班　☎７８－３１１４（内２２１）

つなぎ応援商品券の発送が２/10㈫から始ま
りました。商品券が届いていない人は以下の手
続きをお願いします。
　不在票が届いた世帯
【3/14 ㈯まで】　
再配達を依頼するか不在票を持って郵便局で
受け取り
【3/17 ㈫以降】
本人確認書類（免許証など）を持って政策企画
課窓口で受け取り

￥1,000

つなぎ応援商品券

津奈木町

有効期限：令和８年５月31日日

この商品券はおつりはでません。 津奈木町津奈木町

見 本


